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水俣病総合対策費補助金交付要綱

及び水俣病総合対策実施要領の一部改正について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）の施行に伴い、

「水俣病総合対策費補助金交付要綱」及び「水俣病総合対策実施要領」の一

部が改正され平成18年10月1日から適用されました。今回の改正内容は、健

保において入院時生活療養が創設されたことに伴い、入院時の食事療養に関

する告示が一部改正されましたので、当該要綱及び要領中の文言を保と同様

に「入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準」から

「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の

費用の額の算定に関する基準」に改めたのみで実質的に内容の変更はありま

せん。　（生活療養者対象者については、生活療養標準負担額分が研究治療費

として支給される。）

　これに関して環境事務次官及び環境省総合政策局環境保健部長から、実施

主体の熊本県知事、鹿児島県知事、新潟県知事及び新潟市長宛改正通知が発

出されましたのでお知らせいたします。

（添付資料）

1．水俣病総合対策費補助金交付要綱の一部改正について（通知）

　（平18．9．29環保企発第060925001号環境事務次官）

2．水俣病総合対策実施要領の一部改正について（通知）

　　（平18．9．29環保企発第060925002号環境省総合環境政策局環境保健部長）
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水俣病総合対策費補助金交付要綱のピ部改正についでく通知）

　水俣病総合対策費補助金交付要綱1（平成41年4月3・0泪付環保業第227号）

の一部を下記のとおり改正し、平成「18年LO月i日より適用すること，としたの

で通知する。

　なお、本改正に係る費用の請求については、平成18年10月診療分から適用

されるので念のため申し添える。

記

　別表1第4条第3項中。「入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に

関する基準、（平成18年厚生労働省告示第99号）1を「入院時食事療養費に係る

食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準

　（平成18年厚生労働省告示第99号）」・に改める・一　止
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水俣病総合対策費補助金交付要綱の一部改正について（通知）

　水俣病総合対策費補助金交付要綱『・（平成4年4月301日付環保業第・227号）

の一部を下記のとおり改正し、平成18年10月1日より適用することとしたの
で通知する。

　なお、本改正に係る費用の請求については、1平成18年10月診療分から適用

されるので念のため申し添える。
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　別表1第4条第3項中「入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に

関する基準1（車成18年厚生労働省告示第99号）〕を「入院時食事療養費に係る

食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準

（平成18年厚生労働省告示第9，9号）」に・改める。
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水俣病総合対策費補助金交付要綱の一部改正について（通知）

　水俣病総合対策費補助金交付要綱、（平成4年4月3．0日付環保業第227号）一

の一部を下記のとおり改正し、平成18年10月1日より適用することとしたの

で通知する。

　なお、，本改正に係る費用の請求については、平成L8年10月．診療分から適用

されるので念のため申し添える。

記

　別表1第4条第3項中Ir入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に

関する基準（平成1』8年厚生労働省告示第99，号）」を「入院時食事療養費に係る

農事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準

（平成18年厚生労働省告示第99号）」に改める。　，
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水俣病総合対策費補助金交付要綱の一部改正にういて（通知）

　水俣病総合対策費補助金交付要綱（平成4年4月30日付環保業第227号）

の一部を下記のとおり改正し｛平成18年10月1日より適用することとしたの
で通知する。

　なお、・本改正に係る費用の請求については、平成18年10月診療分から適用

されるので念のため申し添える。

記

　別表1第4条第3項中「入院時食事療養費に・係る食事療養の費用の額の算定に

一関す1る基準1（・平成・1・8年厚生労働省告示第99『号）」『・をr入院時食事療養費に係る

食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準

（平成18年厚生労働省告示第99号）」に改め・る。
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平成4年4．月30日
’環’保企第159号ド
一部改正平成6年9月30日
環一∫保　傘　第　13・号
一部改正平■成8年1月12日

環保企第370号一部改正平成9年7月4日
環　保　企　第　2　9　号
一部改正宰成11年2月8日

環保企　第80号
一部改正平成11年3月25日

環保企第315号
一部改正平成13年3月26日
環保企’謔R27号
一部改正平成13年3月・30日

環保企第288一号
一部改正平成15年，3．月26日
環保企発第，P5033●1002号

一部駈平成11年3月31日

環保企発第σ50。124004号

一部改正平成貯年5月24日

、環既発第0507御1号
一部改正平成17年7月、25日

環保企発第∫050929003号

一部改正平成17年9月29日
環保企発第060‘291002号

一部改正平成18年2月2日

環保企発第060323003号
二部■改正平成18年3月23日

環保企発第060925001号
一部改正平二成18年9月25日

水俣病総合対策費補助金交付要綱

　（通則）

知条水俣病総合対策費補助金（以下r補助金」という・）ヒ船て嫉予算の範囲内に

　おいて交付するものとし、補助金等に係る予算の殊行の適正化に関する法律（昭和30年

　法律第1，79号．以下r法」という。）及び同法施行令！昭和3」0年政令第’255号・以

　下r施行令」とし1う．）の規定によるほか、ヒの交付’要綱め定めると尋ろによるよ

　（交付の目的）

第2条　この補助金は、水俣病発生地域において、過去に通常のレベルを超えるメチル水銀
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の曝露を受けた可能性がある者に対し、健康診査等を実施するとともに、水俣病にもみら

れる一定の症状を有すると認められる者に対して療養費等を支給することにより、当該地

域における健康上の問題の軽減・解消を図ること・公害に係る疾病等について医療の研究

を行うこと及び検診に係る検診機器設備を整備することにより、公害健康被害の補償等に

関する法律（昭和48年法律第111号。以下「補償法」という。）及び旧公害に係る健

康被害の救済に関する特別措置法（昭和44年法律第90号。以下「旧救済法」という。）

の規定に基づく水俣病の認定事務を円滑に行うこと並びに水俣病発生地域の再生・交流等

を推進すること及び胎児性水俣病患者等の日常生活・社会活動を支援することにより、水

俣病発生地域の再生・融和を図ること等を，目的とする。

　（交付の対象事業γ

第3条　この補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号に

　掲げる事業とする。

　一　健康管理事業

　　　新潟県、熊本県及び鹿児島県が、水俣病発生地域において、通常のレベルを超えるメ

　　チル水銀の曝露を受けた可能性がある者に健康診査等の健康管理を行う事業

　二　医療事業

　　　新潟県、熊本県及び鹿児島県が、水俣病にもみられる四肢末梢優位の感覚障害を有す

　　ると認められ、医療手帳の交付を受けた者に対して、療養費、はり・きゅう施術・温泉

　　療養費及び療養手当を支給し、並びに水俣病にもみられる神経症状を有すると認められる

　　者（医療手帳の交付を受けた者を除く。）に対して・保健手帳を交付し寸療養費及びはり・

　　きゅう施術・海泉療養費を支給する事業

　三　申請者医療事業

　　　新潟県、熊本県、鹿児島県及び新潟市が旧救済法及び補償法による水俣病認定申請者

　　を対象に次に掲げる研究治療費等を支給する事業（以下r申請者医療事業」という・）

　　（一）別表｝の申璋者医療事業実施基準に定める研究治療費

　　（二）研究治療手当、離島手当、精密検診手当、研究玲療介誰手当、はり、きゅう、マ

　　　　ッサージ施術費

　四　公害医療事業

　　　新潟県、熊本県、鹿児島県及び新潟市が公害に係る疾病の医学上の研究（以下「公害

　　医療事業」という。）を実施する事業

　五　水俣病検診機器整備事業

　　　新潟県、熊本県、鹿児島県及び新潟市が、水俣病の認定に係る処分を行うために実施

　　す御押詰者に対する検診及び水俣病の認定業務の促進を図る調査研究等のための検

　　診に必要な機器を整備する事業

　六　水俣病発生地域再生・交流等推進事業

　　　新潟県、熊本県、塵児島県球び水俣病関係市町村（以下「関係市町村」という。）が

　　実施する次に掲げる事業

　　　（一）水俣病発生地域間の被害者の交流等を促進し、水俣病問題を普及啓発するための

　　　　　　活動及び課題について情報交換を行うこと等により、次世代への水俣病問題の正
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　　　　　確な伝承を支援する地域間交流等推進事業

　　　（二）水俣病関連施設等の地域環境資源を活用して地域全体を環境フィールドミュー

　　　　　ジアム化することにより地域の再生・振興を図るフイールドミゴージアム事業

　　　（三）地域住民又は来訪者に対する環境教育及び水俣病問題の伝承等に取り組む人材

　　　　　の育成等を行う環境学習等推進事業一

七　胎児性水俣病患者等の日常生活・社会活動支援事業

　　新潟県、熊本県、鹿児島県及び関係市町村等が実施する胎児性水俣病患者等の日常生

　活・社会活動を支援する事業

八　水俣病公式確認50年関連事業

　　水俣病公式確認50年事業実行委員会が実施する事業及び同実行委員会の運営事業

2　前項第1号及び第2号の事業の実施に関して必要な細．目は、環境省総合環境政策局環境

保健部長が別に定める実施要領によるものとする。　　　　　一」　　　　ヤ4－

3　第1項第3号の事業の実施に関して必要な細目は別表1の申請者医療事業実施基準によ

　るものとする占

4　第1項第7号の事業の実施に関して必要な細目は別表2の胎児性水俣病患者等の日常生

　活・社会活動支援事業実施基準によるものとする。

　（交付額の算定方法）

第4条　この補助金の交付額は、前条第1項各号に掲げる事業に要する経費について、別表

　3の水俣病総合対策費補助金算定基準（以下r算定基準」という。）により算定した額と

　する．ただし、第10条第3号の規定による補助事業の変更があった場合には、当該申請

　に基づき環境大臣（以下r大臣ゴという。・）が承認した額とする。

　（交付申請の手続）一

第5条　補助事業「を実施する者『（以下r補助事業者」という。）は・補助金の交付を受けよ

　うとするときは、様式1一による申請書を毎年度2月10日までに大臣に提出しなければな

　らない。

　（変更申請の手続）

第6条　補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付

　額の変更申請を行う場合には、様式2による申請書を速やかに大臣に提出しなければなら

　ない。

　（標準処理期間）

第7条大臣は、第5条又は第6条に定める交付申請書が到達した日から起算して原則とし

　て1ヶ月以内に交付の決定を行うもの’とする。

　（交付決定の通知）

第8条大臣は、第5条又は第6条の規定による申請書の提出があったときは審査のうえ交

　付決定を行い、様式3による補助金交付決定通知書を補助事業者に送付するものとする。
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　（申請の取下げ）

第9条　補助事業者は、前条の交付の決定の内容又は次条によりこれに付された条件に不服

　がある場合において、法第9条第1項の規定による補助金の交付の申請を取り下げようと

　するときは、交付の決定の通知において大臣が定める期日までに、その理由を付した書面

　をもって、大臣に申し出なければならない。

　（交付の条件）

第10条　この補助金の交付の決定には次の条件が付されるものとする。

　一　補助事業者は補助事業の一部を他の者に実施させる場合は、この要綱の各条項を内容

　　とする実施に関，する契約を締結し、大臣に届出なければならない．

　土　補助事業者は補助事業を遂行するため、売買、請負乏の他の契約をする場合は、ア般

　　の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、門般の競争に付すること

　　が，困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

　三　別表4に掲げる区分ごとに事業に要する経費の配分の変更（それぞれの配分額のいず

　　れか低い額の10％以内の変更を除く。）をする場合においては、様式4による申請書

　　を提出して、大臣の承認を受けなければならない。

　四　補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く．）をする場合には、，様式4による申請書

　　を提出して、’大臣の承認を受けなければならない。

　五　補助事業を中止し、又は廃止する場合には、様式5による．申請書を提出・して、大臣の

　　承認を受けなければならない。

　六　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場台は、

　　様式6により速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

　七　特許権若しくは実用新案権を得ることによって相当の収益が新たに生ずると認められ

　　る場合、又は第13条の規定による補助金の額の確定後当該事業の対象から除外すべき

　　事由が生じた場合は、交付した補助金の全部又は一部の金額を国に納付させることがあ

　　る。

　（状況報告）

第11条　補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について大臣の要求があったときは、

　速やかに状況報告書を大臣に提出しなければならない。

　（実績報告）

第12条　補助事業者は、当該年度の事業が完了したときは、翌年度6月末日（第’10条第

　5号により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときはきその承認を受けた日から起算

　して1か月以内）までに、様式7による実績報告書を大臣に提出しなければならない。

　（補助金額の確定通知）

第13条　大臣は、前条の報告を受けた場合には実績報告書等の書類の審査及び必要に応じ

　て行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内
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容（第工0条第4号に基づく承認をした場合は、この承認された内容）及びこれに付した

条件に適合すると認められたときは、実績報告書の受理後、原則として20日以内に補助

金額を確定し、道知するものとする。

2　大臣は補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超え

　る補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

3　前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から90日以内とし、期限内に納付

　がなh場合は、・未納に係る金額に対し↓C、その未納に係る期間に応じて年10．95パーセント

　の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

　（交付決定の取消等）

第14条　大臣は、第10条第5号の申請があった場合又は次に掲げう場合には、補助金の

　交付決定の全部若しくは一二部を取り消し、又は変更することができる・

　一　補助事業者が、法1施行令、本要綱又は法、施行令若しくは本要綱に基づく大臣の処

　　分若しくは指示に違反した場合

　二　補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

　三　補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

　四　交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部若しくは一部を継続する必

　　要がなくな’づた場合

2　大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金

　が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3　大臣は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日

　までの期間に応じ七、年10．95パrセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずる

　ものとする。

4　第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第3項の規定を

　準用する。

　（財産の管理等）

第15条　補助事業者は、補助対象経費（補助事業を他の団体に実施させた場合における対

　応経費を含む。）により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）

　については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の

　目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。

2　取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収

　入の全部又は一部を国に納付させることがある。

　（財産の処分の制限）

第16条　取得財産等のうち施行令第13条第4号の規定により、大臣が定める機械及び重

　要な器具は取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える機械及び重要な器具とする。

2　法第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産

　の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）を勘案して、大臣が別に定め

　る期間とする。
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3　補助事業者は、前項の規定により定められた期間中．において、処分を制限された取得財

産等を処分しようとするときは、あらかじめ大臣の承認を受けなければならない。

4　前条第2項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

　（補助金の経理）　・　　　　　，　　　　・　　　　　　　　　　　　　㌃　　、

第17条．補助事業者は・補助事業についての収莱簿牽備え・他の経理と区分して補助事業

　の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2　補助事業者は、前項の支出額について＿その支出内容を話する書類を整備して前項の収

　支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

　（補助金調書）

第18条　補助事業者は・当該補助事業に係る歳入磯出の予算書並びに決算書における計上

，科目及び科目別計上金額牽明らかにした様式8による調書を作成しておかなければならな

　い。

　（その他）　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　1

第19条特別の事情にFより第な条、第5条、第・6条及び第12条に定める算定方法、手続

　によることができない場合には、あらかじめ大臣の承認を受けてその定めるところによる

　ものとする。

6



（別　表　1）

申請者医療事業実施基準

　（目　的）

第1条この実施基準は、水俣病認定申請者の治療に要した経費の一部を支給すること（以下「申

　請者医療事業」という。）により、水俣病認定申請者の病状の変化を把握することを目的とす

　る。

　（対象者）・

第2条申請者医療事業の対象者（以下f対象者」という。一）一はぐ水俣病認定申請者のうち補助

　事業者が次のいずれかに該当していると認φた者とする。ただし、メチル水銀に係’る健康影響

　調査研究事業要綱（平成17年5月24日環保企発第050524001号環境事務次官通知）第2の

　3に定める医療手帳・（手帳と同様の効力を有する証明書を含む。）又は水俣病総合対策実施要

　嶺．（平成8年1月1・2日’環保企第14・号環境保健部長通知）第17項に定める保健手帳の交付を

　受け、当該手帳が効力を有することとなった者を除く。

　一　要観察者等（認定審査の結果保留となっている者）

　二認定申請後1年（旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法第9条第1項に定める

　　状態にある者については6月）以上を経過し、かつ、指定地域等に5年以上居住していた者

　　　（前号に該当する者を除く。）

　（適用除外）

第3条　前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、研究治療費を支給し

　ない。

　一　対象者が前条各号に規定する要件に該当しないことが判明した場合

　二　研究治療費の不正受給があった場合

　三　その旭補助事業者が環境大臣（以下r大臣」という。）の同意を得て・適当と認める場合

　（研究治療費の支給）

第4条　申請者医療事業の実施は、原則として、対象者（国民健康保険法（昭和33年法律第1

　92号）の規定による被保険者、健康保険法（大正11年法律第70号）、一船員保険法（昭和

　14年法律第73号）、国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）、地方公務員等

　共済組合法（昭和37年法律第152号）又は私立学校教職員共済法（昭和28年法律第24

　5号）の規定による被保険者又は被扶養者、老人保健準（昭和57年法律第80号）の規定に

　より医療壱受けている者及び介護保険法（平成9年法律第123号）の規定による要介護者又

　は要支援者に限る。）が医療機関（健康保険法に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法

　に規定する指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者を含む。）又は薬局

　　（以下「医療機関1という。）において当該申請者医療事業に係る疾病に関連して医療保険各
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法、老人保健法又は介護保険法の規定による療養を受けたときに、その者に対し、当該療養に

要した費用の額を限度として研究治療費を支給することにより行うものとする。ただし、法令

により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けている者を除くものとする・

2　医療機関等が対象者に代わって、その者に支給されるべき研究治療費を補助事業者に対し請

求してきた場合には、当該補助事業者は前項の規定にかかわらず、当該医療機関等に対し当該

研究治療費を支給することができる。．

3　第1項の研究治療費の額は、「診療報酬の算定方法（平成18年厚生労働省告示第92号）」、

　「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に関

する基準（平成18年厚生労働省告示第99号）」、　「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の

費用の額の算定方法（平成18年厚生労働省告示第102号）」、　「指定居宅サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第19号）」．・「指定施設サービス等

に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第2，1号）」及び「指定介護予

防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第127号）」

　により算出した額Q合計額から医療保険各法、老人保健法又は介護保険法の規定による療養に

関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額を限度とする。

　（その他）　　　　、、

第5条　その他申請者医療事業の実苑に関し必要な事項は・大臣が定めるものとする・
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（別　表　2）

胎児性水俣病患者等の日常生マ舌・社会活動支援事業実施基準

　（目　的）

第1条この実施基準は、胎児性水俣病患者等の日常生活・社会活動を支援するととにより、日

　常生活に対する不安を取り除き、安心して生活出来る環境を整備することを目的とする・

（対象となる事業）

第2条胎児性水俣病患者等の日常生活・社会活動支援事業の対象となる事業（以下「対象事業」

　という。）は次の各号に掲げる事業とする。

　一　日常生活・社会活動支援事業（土の事業を除く．）

　　　イ　胎児性水俣病患者等の日常生活・社会活動を支援する事業

　　　ロ　胎児性水俣病患者等の日常生活・社会活動を支援する事業を実施するために必要な機

　　能等を整備する事業（イの事業実施者（事業の委任を受けた者を含む。）が行う事業に限る。）

　二　日常生活・社会活動を支援する施設に係る機能整備・運営事業

　　　胎児性水俣病患者等の日常生活・社会活動を支援する施設において必要な機能等を整備

　　し、当該施設を運営する事業

　（対象者）

第3条胎児性水俣病患者等の日常生活・社会活動支援事業の対象者（以下「対象者」という。）

　は、原則として公害健康被害の補償等に関する法律第4条第2項の認定を受けた者のうち、胎

　児性（小児性）水俣病患者とする。

　（補助事業者）

第4条対象事業を実施する補助事業者は、新潟県、熊本県、鹿児島県及び関係市町村並びに水

　俣病発生地域で活動する公益法人、社会福祉法人及びN　P　O法人等の民間団体とする。

　（適用除外）

第5条前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、胎児性水俣病患者

　等の日常生活・社会活動支援事業において支援を受けることができない。

　一．対象者又は補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金を受けたことが判明した場合

　二　その他環境大臣（以下「大臣」という。）が適当と認める場合

　（事業の実施基準）

第6条第2条各号で掲げる対象事業は、次の各号の要件を満たすものとする。

　一　第2条第2号で定める事業は、当該地域における福祉計画等の地域の福祉施策との整合を

　　図るものとする。
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二第2条第2号で定める事業にあっては、土地の取得又は整地、既存建物の買収、職員の宿

　舎に要する費用及び外構の整備（バリアフリー化等を除く。）は対象事業に含まないものと

　する。

三第2条各号セ定める事業は、第3条に掲げる要件を満たす者であっても、他の制度におけ

　る同種のサービスを利用できる者は対象としないものとする。

　（提出書類の経由）

第7条　公益法人、社会福祉準人及びNPO法人等の民間団体炉事業を実施する場合は・・水俣病

　　総合対策費補助金交付要綱第5条、第6条及び第9条から第12条までの規定により大臣に

　　提出する書類は、事業を実施する地の属する県を経由するものとする。

　（その他）

第8条　その他胎児性水俣病患者等の日常生活・社会活動支援事業の実施に関し必要な事項は・

　大臣が定めるものとする。
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（別　表　3）

水俣病総合対策費補助金算定基準

　水俣病総合対策費補助金交付要綱第4条の規定による補助金の交付額は、次により算定するも

のとする。

1　別表4の第2欄の種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支

　出額と，を比較して少ない方の額を選定する。

2　1により選定された額と第1欄に定める区分ごとの総事業費から寄付金その他の収入額

　を控除した額とを比較して少ない方の額に第5欄に掲げる補助率を乗ずる。ただし、算出

　された額に1，000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとするら

3　2により算出された額の合計額を交付額とする。

1
1
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別 4
1区分 『2　種目 3■　　基　　　準　　　額

　　　」」　　　　　　　　　　　　　　　‘

S　　　　　　、　，・ 5補助率

1．健康診査事業費 （1）健康診査通知等事務費 健康診査事業を行うために必要な共済 2分の1

環境大臣と協議して承認を得た額
・費、賃金、報償費、旅費、需用費（消耗

i費、光熱水料、印刷製本費）、役務

（2）健康診査記録集計費
費（通信運搬費、広告料）、委託料、使

p料及び賃借料、備品購入費、工事請

健 次により算定した額の合計額 負費、負担金

ア．問診票

　　　　一ﾂ境大臣と協議して承認を得た額
　　　　　ト　　　く
C．検診結果登録、集計

環境大臣と協議して承認を得た額

（3）健康診査費 検診料

康 次により算定した額の合計額

（ア）基本項目

A．全項目を実施する場合

10，389円×受診人員

β．老人保健法に奉づき実施される健
管 康診査め結果を活用する場合

4，085円×受診人員

（イ）選別実施項目

1，565円×受診人員

（老人保健法に基づき実施される

健康診査の結果を活用する者を除
く。）

理 （4）健康診査後の指導 健康診査事業を行うために必要な共済
費、賃金、報償費、旅費、需用費（消耗

環境大臣と協議して承認を得た額 品費、光熱水料、印刷製本費）、役務一

（5）健康診査結果集計・解析還元体制整

@備費

費（通信運搬費、広告料）、委託料、使

p料及び賃借料、備品購入費、工事請
鉛�A負担金

環境大臣と協議して承認を得た額

2、．．健康相談事業費． 皇）、．健康相諌．， 健康診査事業を行うために必要な報
V、共済費、賃金、報償費、旅費、需用

事 環境大臣と協議して承認を得た額 費（消耗品費、印刷製本費）、役務費

（2）日常生活支援
（通信運搬費、広告料）、委託料、使用

ｿ及び賃借料、備品購入費、負担金

環境大臣と協議して承認を得た額

3．普及啓発事業費 環境大臣と協議して承認を得た額 普及啓発事業の実施に必要な旅費、
需用費（消耗品費、印刷製本費）、役務
費（通信運搬費、・広告料）、委託料、使

用料及び賃借料

業 4．評価・管理事業 （1）地域健康管理評議会 評価・管理事業の実施必要な報酬、共
ﾏ費、賃金、報償費、旅費、需用費（消

環境大臣と協議して承認を得た額 耗品費、印刷製本費、会議費）、役務

（2）地域健康管理従事者研修会
費（通信運搬費、広告料）、委託料、使

p料及び賃借料、負担金

環境大臣と協毒して承認を得た額
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1
」 4

ユ区分 2　種目 3　　　基　　　準　　　額 4　　対　　　　経 5補助率
1．給付事業費（下1 要領の規定による給付に要した額 療養費、はり・きゅう施術費、温泉療養 2分の1

記2に係る経費 費及び療養手当の給付に必要な扶助

を除く。）一 費

・医

2．給付事業費（平 要領の規定による給付に要した額 療養費、はり・きゅう施術費、温泉療養 10分の8

成17年11月1目 費及び療養手当の給付に必要な扶助

以降に保健手帳 費

の交付を受けた
者に係る経費並
びに平成17年11 ｛

月1日前に医療

療 手帳及び保健手
帳の交付を受け
た者に係る経費
のうち環境大臣
の定める経費）

3．運営事務費（以 環境大臣と協議して承認を得た額 種目欄に掲げる事業を行うために必要 2分の1

下4に係る経費 な共済費、賃金、報償費、旅費、需用

を除く。） 費（消耗品費、印刷製本費、会議費）、

役務費（通信運搬費）、委託料、使用料

事
及び賃借料、備品購入費

4．運営事務費（平 環境大臣と協議して承認を得た額 種目欄に掲げる事業を行うために必要 10分の8

成17年11月1日 な共済費、賃金、報酬費、旅費、需用

以降に保健手帳 費（消耗品費、印刷製本費、会議費）、

の交付を受けた 役務費（通信運搬費）、委託料、使用料

者に係る経費並
‘

及び賃借料、備品購入費

びに平成17年11
月1日前に医療

業 手帳及び保健手
帳の交付を受け
た者に係る経費
のうち環境大臣
の定める経費）

1．保留者医療研究費 研究費として環境大臣が定める額 申請者医療事業実施基準第二条第一 2分の1
号に該当する者に対する公害医療研

申 究に必要な研究治療費、研究治療手
当、離島手当、精密検診手当、はり・

請 きゅう・マッサrジ施術費及び研究治療

者
介護手当の経費

医
2．申請者医療研究費 同上 申請者医療事業実施基準第二条第二

療 号に該当する者に対する公害医療研
究に必要な研究治療費及びはり・きゅう

事
　
業

施術費の経費

1．医療研究費 研究費として環境大臣が定める額 公害に係る疾病の医学上の研究に必 2分の1

公 要な報酬、共済費、賃金、報償費、旅
宣
n

費、需用費（消耗品費、光熱水料、印

医 刷製本費、会議費）、役務費（通信運搬

療 費）、委託料、使用料及び賃借料、備

一
事
業

品購入費
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　リ　4
】区分

水

俣

病

健

診

機

器

整

備

事

業

水
俣
病
発
生
地
域
再
生

交
流
等
推
進
事
業

1．一般検査検診機器
　　2　種目

・X線診断装置

・循環整理機能検査装但

・水銀料測定機器

　・検診解析機器

2．神経内科精神科検診機器

・脳波検診機器

・神経・筋検診機器

・運動機能分析機器

3．耳鼻咽喉科検診機器

・平衡機能検査機器

・聴力検診機器・

・音声言語検査機器

・臭覚味覚検査機器

4。眼科検診機器

　・眼球運動測定機器

・眼底眼圧測定機器

・視野屈折調整測定機器

5．病理検査機器1評

　・顕微鏡

　・標本包理薄切装置

6・その他

1．地域問交流等推進事業費

2．　フィールドミュージアム小菜費

3．　環境学習等推進事業i費

・環境大臣と協議して承認を得た額
3　　　基　　　準　　　額

環境大臣と協議して承認を得た額

環境大臣と協議して承認を得た額

環境大臣と協議して承認を得た額

種目欄に掲げる品目を整備するために
必要な備品購入費、保守料

　　4　　対　　象　　経

種目欄に掲げる事業を実施するために
必要な報酬、共済費、賃金、報償費、

旅費、需用費（消耗品費、印刷製本
費、会議費）、役務費（通信運搬費、広

告料）、委託料、使用料及び賃借料、

負担金

種目欄に掲げる事業を実施するために
必要な報酬、共済費、賃金、報償費、
旅費、需用費（消耗品費、光熱水料、
印刷製本費、会議費）、役務費（通信運

搬費、広告料）、委託料、使用料及び
賃借料、備品購入費、工事請負費、負
担金

種目欄に掲げる事業を実施するために
必要な報酬、共済費、賃金、報償費、

旅費』需用費（消耗品費、印刷製本
費、会議費）、役務費（通信運搬費、広

告料）、委託料、使用料及び賃借料、

備品購入費、工事請負費、負担金

5補助率
2分の1

10分の8
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（り 4
ユ区分 2　種目 3　　　基　　　準　　　額 4　　⊥　　、　経 5補助率

胎
児
性
水
俣
．

1．目常生活・社会

@活動支援事業
@（当該事業に係
@る経費のうち環
@境大臣の定める
@経費）

環境大臣と協議して承認を得た額 種目欄に掲げる事業を実施するために
K要な報酬、共済費、賃金、報償費、
ｷ費、需用費（消耗品費、光熱水料、

��ｻ本費、会議費）、役務費C通信運
ﾀ費、広告料）、委託料、使用料及び
ﾀ借料、備品購入費、工事請負費

10分の8

病

患

者

一
等
の
日

、
常
生
活
・
社
会
活
動
支
・

2．日常生活・社会

@活動を支援する
@施設に係る機能
@整備・運営事業
@（当該事業に係
@る経費のうち環
@境大臣の定める
@経費）

環境大臣と協議して承認を得た額 種目欄に掲げる事業を実施するために
K要な報酬、共済費、賃金、報償費、
ｷ費、需用費（消耗品費、光熱水料、

��ｻ本費、会議費）、役務費（通信運，
ﾀ費、広告料）、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、工事請負費

援

事
業

水
俣
病
公
．

1．水俣病公式確認
@50年事業実行委
@員会経費

水俣病公式確認50年事業経費とし
ﾄ環境大臣が定める額

種目欄に掲げる事業を実施するために
K要な報酬、共済費、賃金、報償費、，

ｷ費、需用費（消耗品費、印刷製本
�A会議費）、役務費（通信運搬費、．広

定額

式 告料）、委託料、使用料及び賃借料、

、
確
認
5
0
年

負担金

@　　　　　　　　　　　　●

・
関
連
事
業
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へ四
環保企発第060925002号

平成18年9月25日

熊本県知事殿

欝欝麗翻
丸＿：＿｝＿＿＿‘＿．．．．輪．一．蜘一輪帝“，．’

水俣病総合対策実施要領の一部改正についで（通知）

　「水俣病絶食対策の実範について」・（平成8年．1月・L2日付環保企第恥4号）の

別雑r水俣病総合対策実苑要領」のr部を下記の通り改正し・平成18年1・0月

1日より適用することとしたので通知する6・　　・．　　　　　・・

　なお、，本改正に係る費用の請求については～』平成士8年10月診療分から適用

されるので念のため申し添える。

記

　第工，β項第2号中ら入院時食事療整費に係ぐ食事療養の費用の額の算定に関す

．る基準！l平成、18，年厚生労働省告示第99号）」、・き』入院時傘事療養費に1係為食事

療養及び入院時生活療養費に係為隼汚療養の費用の額の算定に関する基準・（平成

18年厚生労働省告示第99号）」に改める。



り
環保企発第060925002号

平成18年9月25日

鹿児島県知事殿

欝欝簿翻

水俣病総合対策実施要領の一部改正について（通知）

　r水俣病総合対策の実施について」’（車成8年1月12日付環保企第14号）の

別紙r水俣病総合対策実施要領」の一部を下記の通め改正し、平成18年110月

1日より適用することとしたので通知する。

　なお、本改正に係る費用の請求については▽平成ゴ8年10月診療分地ら適用

されるので念のため申し添える。　　　　　　　　　　』』

記

，第13項第2’号中r入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関す

る基準1（車成r8年厚生労働省告禾第99号）」を’r入院時食事療養費に係る食事

’療養友び入院時生活療養費に僚る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成

18年厚生労働省告示第99号）」に改める。



四，

環保企発第060925002号

平成18年9月25日

新潟県知事殿

　　　　　　　　　睡i韮…型璽…、・

水俣病総合対策実施要領の一部改正について（通知）

　「水俣病総合対策の実施について」（平成8年1月12日付環保企第14号）の

別紙「水俣病総合対策実施要領」の一部を下記の通り改正し、平成18年10月

1日より適用することとしたので通知する。

　なお、本改正に係る費用の請求については、平成18年10月・診療分から適用

されるので念のため申し添える。

記

　第13項第2号中「入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関す

る基準（’ｽ成18年厚生労働省告示第99号）」を「入院時食事療養費に係る食事

療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成

18年厚生労働省告示第99号）」に改める。



環　保　企　第　1　4　号

平成8年1月12日
環　保　企　第　8　1　号

一部改正平成11年3月25日

環保企ド第、8　4　号
一部改正平成12年3月～7日

環保企第852号
一部改正平成13年9月26日

環保企第275号
一部改正平成15年・3月24日

環操企発第050929004号

一部改正平成1．7年9月29日

環保企発第060324005号
一部改正平成18年3月24日

環保企発第OBO925，002・号

一部改正平成18年9月25日

水俣病総合対策実施要領

第1章．総則

1　通則
　水俣病総合対策費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に基づく・健康管理事業及び医療

事業の実施については、要綱に定めるところによるほか・この要領に定めるところによる・

2　目的㌻　　　　　『　　　　’・
　　この要領は、水俣病発生地域において、過去に通常のレベルを超えるメチル水銀の曝露を受

　けた可能性がある者に対し、健康診査等を実施するとともに、水俣病にもみられる一定の症状

　を有する者に対して、療養費、はり・きゅう施術・温泉療養費等を支給することにより・当該

　地域における健康上の問題の軽減・解消を図ることを目的とする。

3　実施主体
　　実施主体は、熊本県、鹿児島県友び新潟県（以下r関係県」という・）とする・

1



第2章健康管理事業

4　対象地域

　　健康管理事業の対象地域は、署・通常のレベルを超えるメチル水銀の曝露の可能性があったと認

　められる地域として関係県知事が定める地域（以下この章において「対象地域」という。）と

　する。

5　健康診査

　（1）　対象者

　　　健康診査の対象者は｛熊本県又は鹿児島県にあっては昭和43年12月31日以前に、新

　　潟票にあっては昭和40年12月31日以前に対象地域1こ居住することにより通常のレベ

　　ルを超えるメチル水銀の曝露を受けた可能性がある者であって、現在も対象地域に居住して

　　いるものとする。・

　（2）　健康診査の実施一

　　　関係県は、．前号に定める者に対し、メチル水銀による健康影響に関する健康診査を実施す

　　るものとする。

　　　既存の健康診査制度を活用して実施する場合、既存の健康診査項目と重複している本事業

　　の健康診査項目については、既存の健康診査結果を活用することとする。

　（3）　健康診査後の指導」　㌧』　豊■㌧　い

　　　健康診査の結果、指導又は医療の必要が南ると判定された者に対し、生活上及び療養上の

　　指導又は医療機関への受診の指導を行う。

　（4）　健康管理手帳の交付

　　　健康診査を受診した者に対し、健康診査結果、健康診査後の指導の結果等を記録するため

　　の健康管理手帳を交付する。

㌧ノ

6　健康相談

　　関係県は、対象地域に居住している者に対し、水俣病に関連した健康上の不安の軽減・解消

　を図るため、生活や健康の状況に応じた適切な助言を行い、また、・必要に応じ関係諸制度を紹

　介する。噺

7　普及啓発

　　関係県は、対象地域に居住している者に対し、水俣病に関する正確な知識を理解しやすい形

　で提供し、その普及・啓発を図る。

．
匂
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8　評価・管理’

　（1）　地域健康管理評議会

　　　関係県は・地域健康管翠評議会を設置し・健康診査データ等の評価を行い・通常のレベル

　　を超えるメチル水銀曝露の可能性があった者の長期的な健康状態の解明を図るとともに、健

　　康管理事業の効率的、効果的な在り方等について検討を行う。

　（2）　地域健康管理従事者研修会

　　　関係県は、地域健康管理従事者研修会を設置し、健康管理事業に従事する者の養成及び資

　　質の向上を図る。

9　市町村等関係機関の協力

　　関係県は、健康管理事業を実施するに当たり、関係市町村の協力を得て、地域の実情に応じ

　た形で実施するものとす「る。

第3章　医療事業

10対象地填
　　医療事業の対象地裁は、通常のレベルを超えるメチル水銀の曝露の可能性があり》水俣病患

者が多発した地域として関係県知事が定める地域（以下この章においてr対象土也域」という・）

　とする。

11医療手帳の交付の対象　　、，
　（1）医療手藤の交付の対象は・次の要件のいずれかに該当す為ことに串り導常のレベルを超え

　　翻チ躰卸嚇螢昧可鱗力聯報効て水俣病にも溺れる叫嚇端の感覚
　　障害．∫その原中炉明らかであるものを除く・以下「特定症候」≧いうタ）を有す登彰認めら

　　れるものとする。

　ア昭和43年，12月31日以前に・対郷域1（熊本県又｝ま鹿児躍町域に限る・）に相

　　当期間居住しており・かつ・水俣湾若しく1まその周辺の繊の鰍類を多食した堺めら

　　れる者スは昭和4・年・2月31日以菌に・櫛地域（新潟県の地域に区長る・）に相当期

　　間作してやり・旭阿奪野川砂飾類を多食したと認めら鱒者．

イ1弓和43年・，朗．＄、，旧以鄭蝿湾若しくはそ磯辺の水脚鰍轡塾したと

　　認められる者又は昭和40年12月31日以前1マ・阿駕野川9魯介類を多食したち認めら

　　れる煮であっ下関係県和事が適当と認映為煮，、．、、　　　．，｝．　・ま、い

（2）前号の規定にかか妨ず・，、麺都ついて1ま・、聴群の鮒の題とし荷い・

　　ア旧公害蘇る晦被害の救済萌する特別措置（陳44年碑第9・号・以下「救

　　済法」という。）第3条第1項又は公害健康被害の補償等に関すや法律（昭和48年法律

3



　第111号。以下「公健法」という。）第4条第2項の規定による水俣病に係る認定（以

　下単にr水俣病に係る認定」という。）を受けた者（水俣病の認定業務の促進に関する臨

　時措置法（昭和53年法律第l　O4号）第5条第1規定により公健卒去による認定を受けた

　ものとみなされた者逢含む。以下同じ・）

イ　水俣病にもみられる症状に関して損害賠償を得た者

ウ　水俣病に係る認定の申請をしている者

工　水俣病に係る認定に関する処分について不服申立てをしている者

オ　水俣病に係る認定に関する処分の取消の訴えを提起している者

力　水俣病にもみられる症候に関して損害賠償を求める行為をしている者

12　医療手帳の失効

　　医療手帳は、当該対象者が、次の要件のいずれかに該当するに至ったときは、』失効する。失

　効した医療手帳は速やかに関係県知事に返還しなければならない。

－
り
乙
3
4

第11項第2号ウからカまで該当するとき。

特定症候の原因が明らかになったとき。

死亡したとき。

偽りその他不正の手段により療養費、はり・きゅう施術・温泉療養費又は療養手当（以下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　、］　一，
「療養費等」という。）め支給を受けたとき．

13　療養費の支給　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　（1）関係県知事は、対象者（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の規牢による被保

　　険者、健康保険法（大正11年法律第70号）、船員保険1去（昭和14年法律第73号）、
　　国家公務員箕済組合法（昭和33年法律第128号）｛地方公務員等共済縮合“法（昭和37
　　　　　ずヒと　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　モヘ　こ　　　　　　　　　　　　　ドベ

　　年法律第152号）’又は都草学校教職具共済法、（昭和28年法律第2、45号）の埠簿による

　　被保険者文は被扶養者、老人保健法（昭和5学年法律第80号）の規定ヒよる医療を受けて

　　いる者及び介護保険法（平成9年法律第123号）の規定による要介護者又は要支援者に限

　　る．プが医嶺機薗一（健康保険法に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法に規定する指
　　　　　　　‘　　へ　　　　　　，キ｝1・　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　耳　積

　　定居宅サギス事業擁しく騰蹴護予防サrビス事業者を含む・）即絹（以下「医
　　療機関噺といら二。）1こおいて縦症候1こ離して晦保険各法・老人保健法又は介護保険
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴドロ　　ヘく　　　　　　　　ゴさいド　　　　　　　　　　　　　　　け
　　法の規定による療養を受けたときは、その者に対し、当該療養に要した肇用の顎を限度とし

　　て麟綿幡た餌獣よ「り・国支は地離団騨担による麟1こ関する
　　給付を受けている者を除ぐものとする。　　　　　　　　　　一’嘱

（2）前項の療輩の騨・「鞭轍の難方渕平成1＄年厚生労働省都第93号）」・

　　　r入院時食鞭襟に係磯麟及び入院雌活麟費に係う年鞭養の費用の額の算
　　走に関する基準（平成18年．厚生労働省告示第99号）」・「諮問看護療養費に係る指定訪

　　　問看護ゐ費用の額の算定方法一（平成18年摩生労働省告示第102号）」、「指定居宅サー
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　　ビスに要する費用の額の算定に関する基準（平成1］2年厚生省告示第19号）」、「指定施

　　設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第21号）」及

　　び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告

　　示第127号）」により算出した額の合計額から医療保険各法、老人保健法又は介護保険法

　　の規定による療養に関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額を限度とする・

　（3）　対象者は、医療機関等で特定症候に関連して療養を受けようとするときは、当該医療機関

　　，等に医療手帳を提出しなければならない。ただし1やむをえない理由があるときはこの限り

　　でない。

　（4）関係県知事は、対象者が医療機関等で療養を受けた場合には、療養費として当該対象者に

　　支給すべき額の限度において、その者が当該療養に関し当該医療機関等に支払うべき費用を・

　　その者に代わ駄当該医療機関等に支払うことができる。

　（5）　前号の規定による支払いがあったときは、当該対象者に対し、療養費の支給があったもの

　　とみなす。

　（6）療養費は月を単位として支給するものとする。

14　はり、・きゅう施術・温泉療養費の支給

　（1）関係県知事は、対象者が特定症候に関連して、はり師又はきゅう師（あん摩マッサージ指

　　庄師ごはり師、きゅう師等に関する法律（昭和2・2年法律第217号）により免許を受けた

　　はり師又はきゅう師に限る。以下同じ。）から、はり又はきゅうの施術（前項の療養費の支

　　給の対象となる施術を除く己’）1を受けたとき及び温泉療養を行ったときは～その者に対し、

　　、はり鴬きゅう施術・温泉療養費を支給する。

　（2）、は、り・きゆう施術・5温泉療養費は、月を単位として支給する・ものとし、一月につき7，500

　　円を限度とする。ヤ」’二■辱一㌔　1－7

f5療養手当の支給
　（1）関係県知事は、対象者が特定症候に関連して次に掲げる程度の療養を受けたときは、次に

　　掲げる額を限度として、療養手当を支給する。

　ア　その月において健康保険法第63条第1項第5号の療養、・介護保険法第48条第1項第

　　　2号の介護保健施設サービス（緊急時施設療養に限る。）又は第3号の指定介護療養施設

　　　サービスを受けることを要した者

　　　　　1月につき23，500円
　イ　その月において健康保険法第63条第1項第1号から第4号までの療養、介護保険法第

　　　41・i条第1項の指定居宅サ」ビス、介護保険法第48条第！項第2号の介護保健施設サー

　　　ビス（緊急時施設療養を除く。）又は介護保険法第53条第1項の指定介護予防サービス

　　　を受脆ことを要した日数が、1日以上である者（アに掲げる者を除く1・γ

　　　次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる額
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　①その者が70歳以上である場合1月につき21，200円

　②その者が70歳未満である場合1月につき17，200円
（2）　療養手当は、月を単位として支給するものとするも一

16　保健手帳の交付の対象

　（1）　保健手帳の交付の対象は、第11項第1号ア又はイのいずれかに該当することにより通常

　　のレベルを超えるメチル水銀の曝露を受けた可能性がある者であって、別に定める水俣病に

　　もみられる神経症状（その原因が明らかであるものを除く。以下「指定症状」という。）を

　　有すると認められるもの（医療手帳の交付を受けた者を除く。．）とする。

　（2）第11項第2号の規定は、保健手帳の交付の対象について準用する。ただし、第11項第

　　　2号のうちウからカに該当する者から、当該規定に該当しなくなった旨の申立てがあったと

　　きは、保健手帳の交付の対象とする。，

17　保健手帳の交付　　　　　　　　　　　　・

　（1）保健手帳の交付を受けようとする者は、関係県知事にその交付を申請しなければならない。

　（2）　前号の申請には、次の書類を添付しなければならない。fただし、以前に保健手帳を交付さ

　　れていた者については、添付することを要しない盆　・1，，イ．，1

　ア　通常のレベルを超えるメチル水銀の曝露を受けた可能性があることを証する次のいずれ

　　かの資料　　　，」　　　’　　　　　　ド，　　’弗1，　』い

　　　①昭和43年12月．31日以前に、対象地域（熊本県又は鹿児島県の地域に限る．）に

　　　　居住していたことを証する資料及び水俣湾若しくはその周辺の水域の魚介類を多食した

　　　　ことを証する資料又は昭和40年12“月3・1日以前に、対象地域，（新潟県の地域に限る。）

　　　　に居住していたことを証する資料及び阿賀野川の魚介類を多食したことを証する資料

　　　②その他関係県知事が定める資料

　イ　指定症状についての、関係県知事が定める要件に該当する医師の、所定の記載事項を満

　　　たす検査所見書、又はそれに準ずると関係県知事が認める資料　　　曇　　　’

　（3）　関係県知事は、第1号の申請を受理したときは、審査（第2号ただし書きの場合を除く）

　　　し、前項の要件に該当すると認めた場合は、ロ保健手帳の交付対象者として決定し、保健手帳

　　　を交付する。一　　、　　　　　　　　　　・，　　　　　　　ぴ．

　（4）　関係県知事は、前号の審査を行うにあたっては、あらかじめ、医学的見識を有する者の意

　　見を聴くことができる。

　（5）モ保健手帳は、，交付を受けた日の属する月の翌月から効力を有する。

　（6）　第11項の規定は、保健手帳について準用する。この場合において、第11項第2号中「特

　　定症候」とあるのは「指定症状」と、同号第4号中「療養費、はり・・きゅう施術・温泉療養

　　費又は療養手当（以下「療養費等」乏いう。）」とあるのは、　「療養費又ははり・きゅう施

　　術・温泉療養費」と読み替えるものとする。
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18　保健手帳交付者に対する支給

　　第13項及び第14項ゐ規定は、保健手帳について準用する。この場合において、第13項

　第1号及び第2号中並びに第14項第1号中「特定症候」とあるのは「指定症状」と読み替え

　るものとする。

19　報告の徴収等
　　関係県知事は、この要領を施行するため必要があると認めるときは・保健手帳の交付を受け

　ようとする者、療養費、はり・きゅう施術・温泉療養費若しぐは療養手当の支給を受け、若し

　くは受けようとする者又はその者が療養を受けた医療機関等若しくはその者がはり若しくはき

　ゆうあ施術を受けたはり師若しくはきゅう師若しくはその者が温泉療養を行った施設に対し、

　報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。

第4章　雑則

20　国の補助
　　国は、予算の範囲内において、関係県がこの事業のために支出した費用に対し、その2分の

　1（平成17年11月1日以降に保健手帳の交付を受けた者にかかる経費並びに平成17年1

　1月1日前に医療手帳及び保健手帳の交付を受けた者にかかる経費のうち環境大臣の定める経

　費についてはその10分の8）を補助するもの．とする。

21経過措匿
　　この改正後の要領の適用の際現に改正前の要領に基づく医療手帳又は保健手帳の交付を受け

　ている者についての平成17年11月30日以前に行われた療養に係る療養費、はり・きゅう

　施術・温泉療養費及び療養手当の支給に関しては、なお従前の例による。

22　関係者の留意事項
　　環境省及び関係県は、要綱及びこの要領の施行に当たって知り得た事実の取扱いについて慎

　重に配慮するとともに、特に個人が特定され得る情報（個人情報）の取扱いについては、その

保護に十分に配慮するよう、関係者に対してもその旨指導するものとする。

23　その他

　　この要領に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。

附則

7



1　第18項第1号の申請については、平成17年10月13日から受付を開始するものとし、

その日から5年間を目途として、本事業に関する申請状況等を勘案し、その目的を達成した

　と認めたときに終了するものとする。

2　この改正後の要領の適用前に失効した保健手帳については、第16項第2号中ただし書き

　の規定は適用しない。

羊ゼ，
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